


【国保】 
 

L-10 静脈麻酔（適応） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、静脈麻酔は、薬効分類「全身麻酔剤（111）」に該当する薬

剤が使用されている場合のみ算定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 通知より「静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、

意識消失を伴うものをいう」とあるため、薬効分類「全身麻酔剤（111）」

以外の薬剤での算定は認められないと整理した。 

 


